
漁 業 経 営 改 善 促 進 資 金

１ 制度の趣旨
最近の我が国漁業をめぐる厳しい情勢の中で漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法（昭和

51年法律第43号。以下「漁特法」という。）第４条第１項の規定に基づく漁業経営の改善に関す
る計画（以下「漁業経営改善計画」という。）に従って漁業経営の改善のための措置を行う中
小漁業者に対し、その経営の改善の円滑な推進を資金面で支援するものです。

２ 借受資格者
漁特法第４条第１項の漁業経営改善計画の認定を受けた者（当該認定に係る漁業経営改善計

画に従い設立された法人を含む。）であって、中小漁業融資保証法（昭和27年法律第346号）
第２条第１項に規定する中小漁業者等のうち、次の要件に全て該当し、資金利用計画の知事認
定を受けた者に短期運転資金を融通します。
(1) 漁業経営改善計画が運転資金を必要とするような具体的な経営改善措置を内容とするもの
であること。

(2) 当該年度において、上記の措置に着手することが確実であること。
(3) 青色申告を行っていること。
(4) 資金利用計画において、既往借入金の返済財源が確保されていること（各事業年度におけ
る減価償却前当期利益が固定負債の償還額を上回っていること。）。

３ 融資機関
漁業協同組合、信用漁業協同組合連合会、農林中央金庫、銀行、信用金庫

４ 制度のしくみ

[資金フロー 保証フロー ]

利子補給金
国 信 漁 連 道

[短プラ1.475％相当]

借入金(Ａ×1/4) 借入金(Ａ×1/4)
[1.79%以内] [0.0%]

利子助成金
[1.79%以内] 北海道漁業信用基金協会

（北海道低利預託資金）

出資
預 託(Ａ×1/2)
[0.003%]注１注2

出資 全国遠洋沖合漁
融 資 機 関 業信用基金協会

預託額の2倍で協調運用
貸付(Ａ) [1.5％]注2

信用保証

認定中小 出資
漁 業 者

注１ 年１％。ただし、貸付予定日の14日前（又は21日前）の日の属する週に日本銀行が作成した「預金種類
別店頭表示金利の平均年利率等について」における「預金額が３百万円以上１千万円未満の定期預金の１週
間の預金期間別平均年利率」に掲げる「預入期間が１年の利率」が１％未満の場合は、当該利率となる。

注２ 預託金利・末端金利はR６.４.１現在



５ 事務手続

(1) 漁特法の規定に基づく漁業経営改善計画の認定

漁 [大臣認定]・遠洋底びき網漁業 ①計画申請 認定機関
業 ・遠洋かつお・まぐろ漁業
者 ②計画認定 農林水産大臣
等 [知事認定]・上記以外の漁業 北海道

漁業経営改善計画の作成

③漁業経営改善計画認定書（又は申請書）の写しを添付

(2) 資金利用計画の認定（新規認定、あるいは、認定済みの極度額を増額して継続する場合）

認定中小漁業者 ①利用申請 融 資 機 関 協議会 協議会構成メンバー
②借入申請 ⑤提出 北 ⑧審査

資金利用計画 資金利用計画を 海 〔審査事項〕 ・北海道
の作成 ⑪通知 審査し、貸付予 ⑩通知 道 ⑨意見書 借入申請者の ・北海道機船漁業協同組合連合会

⑫貸付実行 定極度額を設定 借入資格、 ・日本かつおまぐろ漁業協同組合
貸付極度額 ・北海道信用漁業協同組合連合会

③保証協議 ④諾否通知 ⑥協議 ⑦承認 ・農林中央金庫札幌支店
(極度額の特認) 〔審査要件〕 ・日本政策金融公庫札幌支店

計画達成及び貸付 ・北海道漁業信用基金協会
債務保証が必要な場合 水産庁 金償還の確実性 ・全国遠洋沖合漁業信用基金基金

特認内容の審査、決定 協会
全国遠洋沖合漁業信用基金協会

６ 融資条件 （令和６年４月１日現在）

資 金 使 途 貸付金利 償還期限 貸 付 限 度 額 等

漁業経営改善計画の達成に必要な運転 (％以内) (年以内) １ 貸付方式
資金一般とする(ただし、既往借入金の借 1.5 1年 極度貸付方式（極度額の限度で随時借入
換えは含まない）。 当座貸 当座貸 れ、随時返済可能。）による当座貸越又は手

越の場 越の場 形貸付とする。
合、 合、

（１）雇用労賃 0.5%の １年程 ２ 利用期間
範囲内 度の当 漁業経営改善計画期間中（原則５年間）と

（２）燃料費 で加算 座貸越 する。
契約期

（３）漁船の保守管理費 間内 ３ 極度額の上限
(1) 漁船漁業を主として営む者（使用する漁

（４）漁船乗組員の研修費 船の合計総トン数に応じる。）
① 50トン未満の漁船漁業を営む者

（５）市場開拓費、販売促進費等 30 百万円
② 50トン以上100トン未満の漁船漁

（６）餌代又は種苗代 業を営む者 60 百万円
③ 100トン以上200トン未満の漁船漁
業を営む者 110 百万円

④ 200トン以上の漁船漁業を営む者
190 百万円

(2) 養殖業を主として営む者
30 百万円

(3) 定置漁業を主として営む者
40 百万円

※ 経営規模等からみて、特別の事情がある
場合は、知事が水産庁⾧官と協議して認め
た額


